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「多重債務」特集　P1～P3

発行／富山県生活環境文化部県民生活課・富山県消費生活センター　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/index.html
　　　「くらしの情報とやま」は富山県のホームページにも掲載しています。　� http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/kj00000963.html

借金が膨らんで多重債務に…
　　～もう限界！返済できない～

多重債務とは、複数の金融業者に多

額の債務を負い、支払いが困難になった

などの状態をいいます。多重債務に陥っ

た人の中には、夜逃げや自殺など深刻な

状況に追い込まれてしまった人もいます。

この相談は、借金を返すための借金を重ねた結果、

多重債務に陥ったケースです。相談者には、

1.多重債務は、必ず解決できること。

2.多重債務の解決方法として①任意整理②特定調

停③個人再生手続き④自己破産の４つの債務整

理の方法があること。

3.どの方法が適切かは、負債・収入・資産などの状況

により個別に判断することとなるので弁護士など

の法律専門家に相談すること。

4.改正法の新たな利率が、借りた過去の時点にさか

のぼって適用されることはないこと。

5.最初の借入時から5～6年を超える期間、利息制限

法の上限金利(15～20%)を超える金利で貸金業

者に返済している場合は、債務整理手続きの中で過

払い金が生じる可能性があること。(P3「利息の引直し

計算」参照)

を説明しました。

万が一、努力しても借金を返済できない状況になった場

合でも、この相談者のように、返済のための新たな借金を

してはいけません。問題を悪化させるだけです。速やかに公

的相談機関や弁護士等の専門家に相談しましょう。

富山県消費生活センター（消費者金融相談）�076-433-3252

　　　　〃� 高岡支所� 0766-25-2777

法テラス富山（日本司法支援センター富山地方事務所）

� � 050-3383-5480

富山県弁護士会� （富山）�076-421-4811

　　　　〃� （高岡）�0766-22-0765

富山県司法書士会総合相談センター� 076-445-1577

市町村消費生活相談窓口（Ｐ４相談窓口一覧参照）

相談先

8年前に、生活費不足を補うために消費者金融から50万円借りました。

毎月返済をしていましたが、収入は増えず、さらに教育費など出費

がかさみ、気がつくと借りては返す状況に陥り、6社から450万円

の借金額に膨れ上がってしまいました。今月から返済ができな

くなり困っています。また、法改正により金利が低くなると聞

きましたがこれまで支払った分についても適用されるのでしょ

うか。　　　　(50代　男性)

デパートやショッピングセンター、駅や公共施設等のトイレや赤ちゃん休憩室の壁約80cm

の高さに設置されている「折りたたみ式オムツ交換台」あるいは「オムツ交換用ベッド」から、乳幼

児の転落事故が発生しています。(18件：国民生活センター発表)

・ 乳児は月齢が低いから大丈夫と思っていても、ある日突然動き出したり寝返りを打ったりします。動く力は思いのほか強

く、どのような動きをするか予測ができないので、簡単なベルトでは固定できないこともあります。

・ オムツ交換台は、乳幼児を連れた保護者にとっては便利な製品ですが、製造メーカーはあくまでオムツ交換のみを目

的とした製品であるとしています。

利用はオムツ交換だけとし、目や手を離すことのないように注意してください。

ふく
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申込・問合先

場　　所

日　　時

上限金利の引下げ

グレーゾーン金利（３Ｐ参照）が撤

廃され、貸金業者の上限金利は

年利２９．２％から利息制限法の

年利１５～２０％に引下げられます。

貸し過ぎ、借り過ぎの防止

貸金業者からの総借入額が年収の

３分の１を超えるような場合には、

貸付けが、原則禁止とされます。

貸金業者に対する
規制の強化

�貸金業者になるためのハードル

が引き上げられます。（純資産

５，０００万円）

�テレビＣＭの内容、頻度などにつ

いて、厳しい規制ルールが導入

されます。

�借り手の自殺を対象とした生命

保険契約が禁止されます。
貸金業法等の改正については、詳しくは金融庁ホームページをご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

－貸金業法改正の主な内容－－貸金業法改正の主な内容－－貸金業法改正の主な内容－

貸金業法等の改正

１ページで紹介した相談事例のように、多重債務は生活費が足りないとか、子どもの教育費が足りないといった、ちょっとし

たきっかけで貸金業者から借金することから始まります。こうしたことは、誰にでも起こり得ることで、決して浪費家だけが多

重債務に陥るわけではないのです。

現在、消費者金融の利用者は全国で1,400万人を超え、そのうち200万人を超える人々が返済困難な多重債務の状況に

あると言われています。

このような多重債務問題に対応するため、多重債務の原因となる高金利の是正や、借り過ぎ防止のための総量規制の導

入を柱とした貸金業法等の改正が行われました。

（平成18年12月公布、公布から3年後を目途に順次施行）

こうした制度改正により、この改正が完全に実施される平成21年頃からは、新たな多重債務者の発生が抑制されると期待さ

れます。

富山県の取組み
新たな多重債務者が減るとしても、既に多重債務の状態に陥っている人たちに対する対策が急務です。

富山県では、多重債務問題の解決について総合的に取り組み、県民の生命や生活の安全を確保するため、「富山県多重債

務者対策協議会」を設立しました。今後、協議会の構成員の関係機関とともに、県内の多重債務問題に取り組みます。

弁護士、司法書士による多重債務者無料相談会を実施します。

借金の整理や生活の再建に向け、この機会に専門家のアドバイスに耳を傾けてみませんか？

平成19年12月12日（水）・13日（木）
両日とも午前１０時から午後４時まで
※12日は弁護士、13日は司法書士が対応します。

富山県民共生センター（サンフォルテ）３０３号室
富山市湊入船町６－７（富山駅北口より徒歩約10分）

富山県県民生活課消費生活係

電話 076－444－3129
※相談を希望される方は、事前に申込みをお願いします。

�設　立：平成１９年１１月

�構成員：県、県教育委員会、県警察本部、富山財務事務所、富山県市長会、富山県町村会、

　　　　　富山県弁護士会、富山県司法書士会、法テラス富山（日本司法支援センター富山地方事務所）

多重債務者無料相談会を開催します！多重債務者無料相談会を開催します！多重債務者無料相談会を開催します！

相談者の秘密は完全に守られます。安心して
ご相談ください。

相談無料
相談無料
相談無料

多重債務問題の解決に向けて多重債務問題の解決に向けて多重債務問題の解決に向けて
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利息制限法利息制限法

18%
20%

15%

出資法上限金利
（刑事罰対象）

グレーゾーン金利
（平成２１年頃を目途に撤廃）

10万円 100万円 元本

金利

29.2%

次のうち、１つでもあてはまれば、勇気を出して相談を！

□ 借金返済のために借金を繰り返すという自転車操業に陥っている

□ 借金のために、税金、健康保険料、授業料、家賃などが払えない

□ 借金をなんとかしたいが、どうすればいいかわからず途方にくれている

3

借金問題は必ず解決できます! 一人で悩まず、まずご相談を!借金問題は必ず解決できます! 一人で悩まず、まずご相談を!

任 意 整 理

個人再生の手続き

特 定 調 停

自 己 破 産

任 意 整 理

個人再生の手続き

特 定 調 停

自 己 破 産

任 意 整 理

●多重債務の整理方法は、次の４つがあります。

●債務整理の手続きが始まると（弁護士・司法書士からの受任通知や裁判所からの通知により）、貸金業者

からの取立てがストップします。

裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と

話し合い、利息制限法による利息の引き直し計算※を

行い借金額を確定します。この確定した金額を債務者

の収入の範囲で一括弁済、または分割弁済するなど

の交渉を行ないます。

個人での交渉も可能ですが、通常は弁護士か司法書

士に依頼して行います。

個人再生の手続き
民事再生法の一部改正法（2001.4月施行）により導

入された個人版の民事再生手続です。たとえば総額

500万円の債務をかかえた多重債務者が3年間に

100万円を返済する計画を立て、この返済計画が地

方裁判所により認可されたうえで計画どおり返済が

完了すれば、残債務が免除されます。 

特 定 調 停
利息制限法による利息の引き直し計算をもとに、簡易

裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に立って、

合意を成立させることによって解決を図る方法です。

公正な立場の調停委員が双方の調整を行うので、弁

護士や司法書士に依頼しなくても手続きを進めるこ

とが可能です。

自 己 破 産
返済不可能な多額の借金を抱えたり、収入の目途が

立たない場合には、自己破産という方法があります。

地方裁判所に破産及び免責の申し立てをし、裁判所

の審理によって認められれば破産手続きが始まります。

最終的に免責決定を受ければ残りの債務の支払い義

務がなくなります。 

利息制限法による「利息の引き直し計算」ってなに？

利息について定めた法律には、利息制限法（民事上

のルール）と出資法（刑事上のルール）があり、異なる

上限金利が定められています。この二つの法律のすき

間部分の金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。

貸金業者の多くがこのグレーゾーン金利の上限で貸付

けをしてきましたが、このグレーゾーン金利については、

一定の厳しい要件を満たさない限り無効であり、支払う

必要はありません。

債務整理を行う際に、債務を利息制限法に基づく金

利で計算しなおすことを「引き直し計算」といいま

す。この引き直し計算により、債務の減額

ができる場合があります。また、長期にわた

って返済を続けている場合は、払いすぎ

た利息を過払い金として取り戻せる可能

性もあります。



富山市消費生活センター……… ℡０７６－４４３－２０４７

（富山市新桜町７番３８号富山市役所本庁舎内）

　総合行政センター

　　大沢野℡０７６－４６７－５８１０　婦　中℡０７６－４６５－２１１５

　　大　山℡０７６－４８３－１２１２　山　田℡０７６－４５７－２１１３

　　八　尾℡０７６－４５４－３１１４　細　入℡０７６－４８５－９００１

魚 津 市　………………… ℡０７６５－２３－１００３

滑 川 市　………………… ℡０７６－４７５－２１１１（内３２３）

黒 部 市　………………… ℡０７６５－５４－２１１１（内３１６）

舟 橋 村　………………… ℡０７６－４６４－１１２１（内２９）

上 市 町　………………… ℡０７６－４７２－１１１１（内１４１）

立 山 町　………………… ℡０７６－４６２－９９６３

入 善 町　………………… ℡０７６５－７２－１１００（内１３５）

朝 日 町　………………… ℡０７６５－８３－１１００（内２３５）

砺 波 市　………………… ℡０７６３－３３－１１１１（内１４３）

　庄川支所　………………… ℡０７６３－８２－１９０２

高岡市市民協働課 ………… ℡０７６６－２０－１５２２

（高岡市広小路７番５０号）

　福岡行政センター…………… ℡０７６６－６４－５３３３

氷 見 市　…………………… ℡０７６６－７４－８０１０

小矢部市　…………………… ℡０７６６－６７－１７６０（内４２４）

南 砺 市　…………………… ℡０７６３－２３－２００８

　行政センター

　　福　野℡０７６３－２２－１１０１　平　　℡０７６３－６６－２１３２

　　井　波℡０７６３－８２－１１８１　上　平℡０７６３－６７－３２１２

　　城　端℡０７６３－６２－１２１３　利　賀℡０７６３－６８－２１１２

　　福　光℡０７６３－５２－１５７１　井　口℡０７６３－６４－２２１２

射 水 市（大島庁舎）………… ℡０７６６－５２－７９６６

　地区行政センター

　　新　湊℡０７６６－８２－１９６４　大　門℡０７６６－５２－７３９７

　　小　杉℡０７６６－５７－１６３６　下　　℡０７６６－５９－８０９５

◆富山県消費生活センター高岡支所

　高岡市本丸町７番１号（本丸会館内）

　消費生活相談、消費者金融相談　℡０７６６－２５－２７７７

◆富山県消費者協会（富山県消費生活センター内）

　※土曜日・日曜日に消費生活に関する相談を受けています。

　℡０７６－４３２－５６９０　午前９時～午後４時

◆富山県消費生活センター

　富山市湊入船町６番７号（富山県民共生センター内）

　消費生活相談　　℡０７６－４３２－９２３３

　消費者金融相談　℡０７６－４３３－３２５２

　ＵＲＬ　http://pref.toyama.jp/branches/1731/1731.htm

　【開所時間】午前８時３０分～午後５時（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

消費生活に関するご相談は、市町村窓口、県消費生活センターへ

冬の省エネ冬の省エネ冬の省エネ

生活を見直して

みましょう！

生活を見直して

みましょう！

生活を見直して

みましょう！

①暖房は室温20℃を目安に温度調節をしましょう。 

②暖房は不必要なつけっ放しをしないようにしましょう。

③お風呂はお湯が冷めないうちに続けて入りましょう。

④省エネタイプの家電製品を選びましょう。

⑤食器洗いに使用するお湯の温度を低めにしましょう。

⑥電気製品を使わないときにはプラグを抜きましょう。

⑦テレビを見ないときは消しましょう。

⑧急発進、急加速をしない運転を心がけましょう。

⑨アイドリングはできる限りしないようにしましょう。

⑩外出時にはなるべく公共交通機関を利用しましょう。

今年も冬がやってきました。冬は、暖房に使うエネルギーをはじめ、家庭

でのエネルギー消費が非常に多くなる季節です。厳しい寒さの中、ついつ

い暖房器具の設定温度を上げ過ぎていませんか？　

ドアの開閉を少なくしたり、厚手のカーテンを使用することなどにより、部

屋の暖房効率は上がります。また、カーディガンやひざかけなど、着る物を

増やすことで体感温度を上げることができます。

ガソリンや灯油の価格が高

騰する中、家計にも地球に

もやさしいライフスタイルを

実践してみませんか？
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